
第 3 波と言われる新型コロナウイルス感染症の拡大と県内での感染者の急激な増加によ

り、飲食店利用客の急激な減少や往来の自粛に伴う宿泊客等の減少、冠婚葬祭の中止や縮

小により、その業態と取引きのある事業者へも多大な影響が及んでいます。 

町は、この取引き事業者の危機的状況を支援するため、町内飲食店、町内宿泊事業者、町

内冠婚葬祭事業者と取引きのある町内事業者に対して支援を行います。 

※取引き（契約や合意のもと、物品およびサービスの提供を行うもの） 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                      

                      

箕輪町役場 商工観光推進室 プレスリリース 

令和 3年 2月 3日 発信 

 

新型コロナウイルス感染症対策「飲食業・宿泊業・冠婚葬祭業 

取引事業者危機突破」支援金の創設について 

 

 

 

 

 

の創設について 

 

箕輪町 

詳細は、別添のとおり。 

添付資料 有 無 

箕輪町 商工観光推進室 商工係 
(室長) 小林 剛史 (担当) 小野 文久 
電 話：０２６５－９６－８３００ 
ＦＡＸ：０２６５－９６－８３０１ 
E-mail : sangyou@town.minowa.lg.jp 



  

新型コロナウイルス感染症対策 

「飲食業・宿泊業・冠婚葬祭業 取引事業者危機突破」支援金 

－ 事業概要 － 

 第 3波と言われる新型コロナウイルス感染症の拡大と県内での感染者の急激な増加により、

飲食店利用客の急激な減少や往来の自粛に伴う宿泊客等の減少、冠婚葬祭の中止や縮小によ

り、その業態と取引きのある事業者へも多大な影響が及んでいる。 

この取引き事業者の危機的状況を支援するため、町内飲食店、町内宿泊事業者、町内冠婚

葬祭事業者と取引きのある町内事業者に対して支援することを目的とする。 

※取引き（契約や合意のもと、物品およびサービスの提供を行うもの） 

 

１ 対 象 者 

 

町内で営業を行う飲食業、宿泊業、冠婚葬祭業を主要取引先とし、かつ、直接取引き(契

約や合意のもと、物品およびサービスの提供を行うもの)がある町内に本拠地を置く中小企

業信用保険法に規定する中小企業者で、長野県の推奨により事業者が自ら適切な新型コロナ

ウイルス感染防止策を宣言する「新型コロナ対策推進宣言の店」を標榜し、２年以上営業を

行なえる事業者。  

ただし、次に該当する者は除く。 

①  箕輪町暴力団排除条例に規定する暴力団員 

②  町税等を滞納している者 

③  新型コロナウイルス感染症防止対策を行っていない者 

④  飲食店危機突破支援金または経営基盤安定支援金の支援を受けている者 

 

２ 対 象 業 種 

 

町内で営業を行う飲食業、宿泊業、冠婚葬祭業を主要取引先とし、かつ、直接取引き(契

約や合意のもと、物品およびサービスの提供を行うもの)がある町内に本拠地を置く中小企

業信用保険法に規定する中小企業者が営む卸売業、酒店、精肉店、生花店、一部小売業、 

仕出し店などを対象とする。 

    

３ 支援内容・要件・金額  

 

支援要件 支援率 支援額 

新型コロナウイルス感染症感染拡大による飲食業、宿泊業、冠婚葬

祭業の売上の落ち込みに起因し、令和 2年 11月から令和 3年 1月

までの 3 か月のうち、いずれか 1 か月の売上高が前年同月と比べて

３０％以上減少した月がある事業者 

 

※申請書類に上記を証明する書類（確定申告書、売上高台帳、納品伝

票の写など）を必ず添付する。 

10／10 

２０万円 

（１事業

者 1 度限

り） 

 

４  ４  申 請 期 間      

    令和３年２月４日（木）から令和３年３月１２日（金）まで 

 

問い合わせ先：箕輪町役場 商工観光推進室 商工係（産業支援センターみのわ内） 

ＴＥＬ ０２６５－９６－８３００ ＦＡＸ ０２６５－９６－８３０１ 



様式 

 

新型コロナウイルス感染症対策 

「飲食業・宿泊業・冠婚葬祭業 取引事業者危機突破」支援金 

申込書 兼 請求書（町税納付納入状況等調査同意書） 

 

 

年  月  日 

 

   箕輪町長       

 

申込者 住 所              

                   事業所名               

                   代表者名             印 

                   電話番号               

 

 新型コロナウイルス感染症対策「飲食店・宿泊業・冠婚葬祭業 取引事業者危機突破」支

援金について、下記のとおり申込み及び請求します。 

 また、町税等の滞納状況の調査閲覧及び長野県の推奨により事業者が自ら適切な新型コロ

ナウイルス感染防止策を宣言する「新型コロナ対策推進宣言の店」を標榜し、新型コロナウ

イルス感染防止策を講じることに同意します。 

 

記 

 

１ 主 要 取 引 先                              

                  ※取引先に実態を照会する場合があります 

 

２ 支 援 金 額      ２００，０００円 

 

３ 添 付 書 類      ①売上高の減少（30％以上）を証明する書類 

②通帳の見開きページの写し 

 

４ 振 込 先 

振込先 

金融機関 

 

八十二銀行・アルプス中央信用金庫・上伊那農業協同組合 

長野銀行・長野県信用組合・長野県労働金庫 

 

           支店（支所） 

 

ゆうちょ銀行  記号     番号         

（フリガナ） 

口座名義 

（                  ） 

 

 

口座番号 普通 ・ 当座                  

検 収 （※役場で記入します）             □ 滞納なし  □ 滞納あり 

 

 

 

                    検収者 職氏名         印 

 


